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「指定通所介護事業」重要事項説明書  

あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があ

なたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。  

 

１．事業主体に関すること  

 （１）事業主体  

    名    称：志摩広域行政組合  

    所  在   地：〒５１７－０５０２  

           三重県志摩市阿児町神明１５３７番地１  

    電 話 番 号：０５９９－４３－２１１２  

    代 表 者 氏 名：代表理事 橋爪政吉  

 

 （２）事業主体が行っている主な事業  

    施  設  名：指定通所介護  

           介護予防・日常生活支援総合事業  

           基準該当生活介護  

           日中一時支援  

           指定一般相談支援  

           指定特定相談支援  

           指定障害児相談支援  

    その他の施設：志摩養護老人ホーム花園寮  

           指定介護老人福祉施設  

           志摩特別養護老人ホーム 才庭寮  

           指定介護老人福祉施設  

           志摩特別養護老人ホーム ともやま苑  

 

２．事業所の概要  

 （１）事業所の種類  

    指定介護事業所番号：２４７２９００７７４  

    指   定   日：平成１９年４月１日  

    事 業 所 の 目 的：「指定通所介護事業所」とは、老化や病気等

により身体に不自由のある方に対し、給食

等の各種サービスを提供し、利用者の社会

的孤立感の解消や心身機能の維持向上を図

ります。  

              又、介護している方の負担の軽減を図りま

す。  
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 （２）事 業 所 の 名 称：志摩福祉センター  

 

 （３）事業所の所在地：三重県志摩市阿児町神明１５３９番地４  

 

 （４）電 話 番 号：０５９９－４３－６０６８  

 

 （５）事 業 所 施 設 長：山本 弘純  

 

 （６）当事業所の運営方針：「利用者本位のサービスの追及を」  

    ア、利用者、家族の希望を重視したケアプランの策定  

    イ、個別対応ニーズの充実  

    ウ、地域の医療、福祉サービスとの連携を深める  

    エ、職員の専門的知識及び技術の向上と接遇教育の徹底  

    オ、情報の積極的な公開  

 

 （７）開 設 年 月：昭和５９年４月１日  

 

 （８）利 用 定 員：３０名  

 

 （９）建 物 の 構 造：鉄筋コンクリート平屋建て  

 

 （ 1 0）建物の床面積：６８５．７１㎡  

 

３．利用に関する事項  

 （１）利用の条件  

    利用は、要介護認定の結果、要介護１から要介護５と認定された

方が対象となります。（介護保険の被保険者証をご確認下さい）  

 

４．施設の事業地域及び営業時間  

 （１）通常の事業の実施地域  

    鳥羽市、志摩市  

    上記地域以外でも当施設が送迎可能と判断した場合には実施いた

しますが、通常の実施区域を越えて行う指定通所介護に要した交

通費は、その実費を徴収します。  
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 （２）営業日及び営業時間  

    営  業  日：日曜日～金曜日  

    営 業 時 間：午前７時１５分から午後５時００分  

    サービス提供時間：午前９時１５分から午後３時１５分  

 

５．職員の配置状況  

 （１）ご契約者に対し指定通所介護サービスを提供する職員配置  

  ・施 設 長：常勤１名  

  ・看 護 職 員：常勤２名（機能訓練指導員兼務）  

  ・生 活 相 談 員：常勤３名  

  ・主任介護職員：常勤１名（生活相談員兼務）  

  ・介 護 職 員：常勤３名、非常勤４名  

  ・事 務 員：常勤２名（生活相談員兼務１名）  

  ・調 理 員：非常勤１名  

  ・運 転 手：非常勤１名  

 

 （２）職員の専門資格  

・看 護 師：１名  

 

・准 看 護 師：１名  

  ・介護支援専門員：４名  

  ・介 護 福 祉 士：６名  

・社 会 福 祉 主 事：５名  

 

６．当事業所が提供するサービスの詳細と利用料金  

 （１）主なサービス  

  ・食   事：栄養士の作成する、栄養価バランスを考慮した献立に沿

って、ご契約者の身体状況や嗜好を踏まえながら食事を

提供させて頂きます。  

  ・排泄介助：ご本人の状態に合わせた排泄の介助をいたします。  

        尚、オムツ、パットについては、利用日に必要数持参し

て頂きます。  

  ・機能訓練：看護職員等により、ご契約者の心身等の状況に応じ日常

生活を送るのに必要な機能回復、又はその減退を防止す

るための訓練を実施します。  
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 （２）基本的な利用料金  

（当事業所は６時間以上７時間未満のサービス提供です）  

①  利用者負担が１割の場合  

  ・要  介  護  １：日額  ５８４円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護  ２：日額  ６８９円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護  ３：日額  ７９６円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護  ４：日額  ９０１円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護  ５：日額１，００８円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅱ ） １８円  

  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅰ ） ２２円  

  ・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６円  

   個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６円  

   個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０円（１月につき）  

  ・科学的介護推進体制加算  ４０円（１月につき）  

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）総単位数× 0 . 0 9 2    

   

 

②  利用者負担が２割の場合  

  ・要  介  護 １：日額１，１６８円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ２：日額１，３７８円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ３：日額１，５９２円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ４：日額１，８０２円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ５：日額２，０１６円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅱ ） ３６円  

  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅰ ） ４４円  

  ・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ １１２円  

   個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ １５２円  

   個別機能訓練加算（Ⅱ）  ４０円（１月につき）  

  ・科学的介護推進体制加算  ８０円（１月につき）  

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）総単位数× 0 . 0 9 2    

   

 

③  利用者負担が３割の場合  

  ・要  介  護 １：日額１，７５２円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ２：日額２，０６７円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ３：日額２，３８８円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ４：日額２，７０３円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・要  介  護 ５：日額３，０２４円（送迎料を料金に含んでいます）  

  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅱ ） ５４円  
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  ・サ ー ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 （ Ⅰ ） ６６円  

  ・個別機能訓練加算（Ⅰ）イ １６８円  

   個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ２２８円  

   個別機能訓練加算（Ⅱ）  ６０円（１月につき）  

  ・科学的介護推進体制加算  １２０円（１月につき）  

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）総単位数× 0 . 0 9 2    

   

 

  ・食 事 材 料 費：日額    ６００円  

  ・送迎減算（当事業所が送迎を行わない場合）片道につき △４７円  

・  実費負担：教室教材費、創作活動等の材料費、通常の実施区域を越

えて行う指定通所介護に要した交通費。尚、自動車を使用した場合

の交通費は、次の額を徴収します。  

 

・  通常の事業実施区域を越えた地点から、片道１k m あたり…３０円  

 

７．料金改定のルール  

    介護保険給付対象のサービス料金については、介護給付体系の変

更があった場合、料金改定を行うことがあります。  

    給付対象外のサービス利用料金については、経済状況の著しい変

化や、その他やむ得ない事由がある場合に、事前の説明をしたうえ

で料金改定を行うことがあります。  

 

８．利用の中止、変更、追加について  

    利用予定については、ご契約者の都合により通所介護サービスの

利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加するこ

とができます。  

    この場合、サービス実施日の５日前までに当事業所に申し出て下

さい。  

    尚、利用予定日の当日までに申し出がなかった場合は、取消料と

して６００円（当日の食材料費）をお支払い頂く場合があります。  

    但し、ご契約者の体調不良等、正当な事由がある場合はこの限り

ではありません。  
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９．苦情対応について  

 （１）苦情対応  

    当施設では、下記のように苦情対応窓口を設置し、提供したサー

ビスに関する苦情等に対し適切に対応いたします。  

   ・窓     口：志摩福祉センター事務所  

・苦情受付担当者：施設長   

生活相談員  

   ・苦情処理責任者：事務局長  

   ・第三者委員：森口博仁 山本和子  

   T E L：０５９９－４３－６０６８  

FA X：０５９９－４３－６０７２  

 

（２）その他苦情受付機関  

   三重県国民健康保険団体連合会 T E L０５９９－２５－１１８３  

   鳥羽市健康福祉課長寿介護係  T E L０５９９－２５－１８３３  

   志摩市役所介護・総合相談支援課 T E L０５９９－４４－０２８４  

    

 

１０．事故発生時の対応  

    指定通所介護の提供により事故が発生した場合、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じます。  

 

１１．保証人  

    事業者は契約者に対し、保証人を求めることがあります。  

（１）保証人は、次の各項の責任を負います。  

    一 契約者が円滑な生活を営むにあたり必要な物品の準備や契約者の

身の回りの援助に努めること。  

    二 契約者による滞納未払い金が発生した場合、保証限度の範囲内で、

契約者に代わり滞納未払い金を事業者に支払うこと。  

    三 契約者が疾病等によりほかの医療機関に受診及び入院する場合、

受診及び入院手続きが円滑に進行するように協力すること。  

    四 契約者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引受、その他必要な

措置をすること。  
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 以上、指定通所介護サービスの提供開始にあたり、本書面に基づいて重

要事項を説明いたしました。  

     事業者  住   所：三重県志摩市阿児町神明１５３７番地１  

          名 称：志摩広域行政組合  

          代 表 者：代表理事 橋爪 政吉  

説  明  者：志摩福祉センター  

生活相談員         印  

 

 

 私は、通所介護サービス利用にあたり、本書面にて事業所から重要事項

の説明を受けたうえ同意します。  

令和  年  月  日  

 

         利用者  住 所  

 

氏 名            印  

 

         保証人  住 所  

 

氏 名            印  

                 保証限度額 ２０万円  


